
 

 

 

 

 

青森港港湾計画書  

 

－ 一 部 変 更  －  

 

 
 

令 和 ５ 年 １ ０ 月  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青森港港湾管理者 

青 森 県 





 

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

・平成１３年 ９月 青森県地方港湾審議会 

・平成１３年１１月 交通政策審議会 第２回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

・平成１９年 ２月 青森県地方港湾審議会 

・平成１９年 ９月 青森県地方港湾審議会 

・平成２６年 ９月 青森県地方港湾審議会 

・平成２６年１２月 青森県地方港湾審議会 

・平成２９年 ９月 青森県地方港湾審議会 

・平成２９年１１月 交通政策審議会 第６９回港湾分科会 

の議を経た青森港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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変更理由 

油川地区において、海洋再生可能エネルギー発電設備等の導入促進に

資するため、港湾計画の方針を変更するとともに、油川地区の公共埠頭

計画、水域施設計画、外郭施設計画、小型船だまり計画、土地造成及び

土地利用計画を変更し、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び

維持管理の拠点を形成する区域を計画する。 

 

 

港湾計画の方針 

既定計画を以下のとおり変更する。 

７）海洋再生可能エネルギー発電設備等の導入促進に資するため、海

洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点を

形成する。（追加） 

 

８）多様な機能が調和し、連携する質の高い空間を形成するため、陸

域２００ｈａと水域５，４００ｈａからなる港湾空間を以下のよ

うに利用する。 

 ③油川地区の東部はエネルギー関連ゾーン、中央部から西部は船だ

まり関連ゾーン及び緑地レクリエーションゾーンとする。 

 

 

  



 －2－ 

 

港湾施設の規模及び配置 

１ 公共埠頭計画 

１－１ 油川地区 

電気機械等の外内貿貨物を取り扱うとともに、海洋再生可能エネル

ギー発電設備等の設置及び維持管理の拠点を形成するため、以下の施

設について計画を変更する。 

 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２３０ｍ 

［既定計画の変更計画］ 

埠頭用地 ６ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

［新規計画］ 

埠頭用地 ９ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

（うち２ｈａ既設、７ｈａ既定計画）［既設・既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ 

埠頭用地 ９ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

 

 

 

  



 －3－ 

 

２ 水域施設計画 

公共埠頭計画に対応して、泊地及び航路・泊地について次のとおり

計画を変更する。 

 

２-１ 泊地 

 油川地区 

水深１２m 面積１ｈａ［既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

水深１２ｍ 面積８ｈａ 

 

 

２-２ 航路・泊地 

油川地区 

水深１２m 面積８ｈａ［新規計画］ 

 

  



 －4－ 

 

 

３ 外郭施設計画 

港内の静穏及び船舶航行の安全を図るため、外郭施設について次

のとおり計画する。 

 

３－１ 防波堤 

油川地区 

油川西防波堤 延長６７０ｍ     ［既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

油川西防波堤 延長１７０ｍ 

 

また、以下の既定計画を削除する。 

 

既定計画 

油川第二北防波堤 延長７１０ｍ 
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４ 小型船だまり計画 

公共埠頭計画における新たな公共埠頭用地の造成に伴い、油川東

船だまりを廃止する。 

 

既設 

   油川東船だまり 

泊地 水深４.５ｍ 面積６ｈａ 

西防波堤 延長３２８ｍ 

東防波堤 延長８７ｍ 

岸壁 水深４.５ｍ 延長４５０ｍ 

埠頭用地 ２ｈａ 

既定計画 

   油川東船だまり 

東防波堤 延長５０ｍ 

 

 

なお、これに伴い以下の施設を撤去する。 

 

既設 

西防波堤 延長７２ｍ 

東防波堤 延長４５ｍ 
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土地造成及び土地利用計画 

港湾施設の計画に対応するとともに、多様な機能が調和し、連携す

る質の高い港湾空間の形成を図るため、土地造成計画、土地利用計画

を次のとおり変更する。 

 

１ 土地造成計画 

単位：ha 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、 

特に密接に関連する土地造成計画で内数である。 

注２）端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 

２ 土地利用計画 

単位：ha 

注１）（ ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に、 

特に密接に関連する土地造成計画で内数である。 

 

  

地区名 
埠頭名 

埠頭 
用地 

港湾関連 
用地 

交通機能 
用地 

緑地 合計 

油川地区 
(6) 
6 

   
(6) 
6 

地区名 
 

埠頭 
用地 

港湾関連 
用地 

交通機能 
用地 

緑地 合計 

油川地区 
(17) 
17 

(15) 
15 

(1) 
1 

(3) 
3 

(35) 
35 
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港湾の効率的な運営に関する事項 

１ 海洋再生可能エネルギー発電設備等の配置及び維持管理の拠点を

形成する区域 

 

海洋再生可能エネルギー発電設備等の導入促進に資するため、以下

の施設において、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持

管理の拠点を形成するように措置することを計画する。なお、当該拠

点の形成に当たっては、災害時等における公共的な利用を確保する。 

  

 油川地区 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２３０ｍ 

［既定計画の変更計画］ 

埠頭用地 ８ｈａ（うち１ｈａ既設、７ｈａ既定計画） 

［既設・既定計画の変更計画］ 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 


